
 
本認証書の注意事項を裏面に示す 

 
 

 
 
 
 

認 証 書 
 
 
ITセキュリティ評価及び認証制度に基づき、下記のとおり認証する 

 
平成22年9月28日 
独立行政法人 情報処理推進機構 
理事長 藤江 一正  

 
以下のいずれかの製品名の MFP に Fax Option を装着したもの 
＜日本国内向け機種＞ 
MFP 製品名: imagio MP 6001 SP, imagio MP 7501 SP 
Fax Option: imagio FAX ユニット タイプ 18 

 
＜海外向け機種＞ 
MFP 製品名: Ricoh Aficio MP 6001 SP, Ricoh Aficio MP 7001 SP, Ricoh Aficio MP 8001 SP, Ricoh Aficio MP 9001 SP,  

Savin 9060sp, Savin 9070sp, Savin 9080sp, Savin 9090sp, Lanier LD360sp, Lanier LD370sp,  
Lanier LD380sp, Lanier LD390sp, Lanier MP 6001 SP, Lanier MP 7001 SP, Lanier MP 8001 SP,  
Lanier MP 9001 SP, Gestetner MP 6001 SP, Gestetner MP 7001 SP, Gestetner MP 8001 SP,  
Gestetner MP 9001 SP, nashuatec MP 6001 SP, nashuatec MP 7001 SP, nashuatec MP 8001 SP,  
nashuatec MP 9001 SP, Rex-Rotary MP 6001 SP, Rex-Rotary MP 7001 SP, Rex-Rotary MP 8001 SP,  
Rex-Rotary MP 9001 SP, infotec MP 6001 SP, infotec MP 7001 SP, infotec MP 8001 SP, infotec MP 9001 SP 

Fax Option: Fax Option Type 9001 
 

MFP バージョン: 
ソフトウェア System/Copy 1.15, Network Support 8.65, Scanner 01.19, Printer 1.15, 

Fax 02.00.00, Web Support 1.09, Web Uapl 1.05, Network Doc Box 1.04 
ハードウェア Ic Key 1100, Ic Ctlr 03 

FCU バージョン: GWFCU3-16(WW) 02.00.00 

 

認  証  番  号 ：C０２７４ 
申  請  者 ：株式会社リコー 
開  発  者 ：株式会社リコー 
 
IT製品、システムの種別 ：デジタル複合機 
評 価 機 関 の 名 称 ：一般社団法人 ITセキュリティセンター 評価部 
適用した評価基準： 
① 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア バージョン3.1 改訂第2版 (翻訳第2.0版) 
適用した評価方法： 
① 情報技術セキュリティ評価のための共通方法 バージョン3.1 改訂第2版 (翻訳第2.0版) 
保証パッケージ：EAL3 
適合PP名：なし 

原 紙 

押印済 



 
 
 
【注意事項】 

 
     本認証書は、IT製品等が「ITセキュリティ評価及び認証制度」で承認された評価機関による 

以下の評価基準 
① 情報技術セキュリティ評価のためのコモンクライテリア バージョン3.1 改訂第2版 

 (翻訳第2.0版) 
及び、以下の評価方法 

① 情報技術セキュリティ評価のための共通方法 バージョン3.1 改訂第2版 (翻訳第2.0版) 
に基づく評価結果がセキュリティ保証パッケージに適合していることを示すものである。 
本認証書及び対応する認証報告書は、評価された構成に対する IT製品等の特定のバージョン又は

リリースのみ適用される。評価は「ITセキュリティ評価及び認証制度」の規定に従って行われ、評
価機関による評価報告書の結論は、評価の提供物件にのみ対応する。 
本認証書は独立行政法人 情報処理推進機構及び本認証書を承認する他の組織による IT製品等の

保証書ではない。また、独立行政法人 情報処理推進機構及び本認証書を承認する他の組織は、明示、
黙示を問わず、IT製品等に関するいかなる保証も行わない。 
なお、本認証書を、不正に使用（記載されている IT製品、システム又は PPと異なるバージョンの
ものに使用する等）したり、誤解を招くような方法で広告、説明等に使用した場合は、認証の取消

しを行うことがある。 
 


